
柏崎市立鏡が沖中学校 部活動に係る活動方針

２０２０年４月１日

１ 目標

（１）部活動は学校教育の一環として、教育課程との連携を図りながら実施する。

（２）心身を鍛え充実した生活を築こうとする自主的・自発的に活動する態度を育てる。

（３）技術・競技力を向上させるだけでなく、個性の伸長と生涯教育の一環として楽しみ

ながら活動する面の両立を図る。

２ 運営方針

（１）生徒にとって，「バランスのとれた健全な成長の確保」と「主体的，自発的な参加

による部活動」を推進する。

（２）教員、保護者にとっても，「ワーク・ライフ・バランスの実現」を推進する。

３ 本年度の部活動

（１）設置する部活動

陸上競技(男女) 軟式野球(男女) サッカー(男女) バレーボール(女)

卓球(男・女) バスケットボール(男・女) ソフトテニス(男・女)

吹奏楽(男女) 美術（男女） 文化(男女)

（２）活動時間及び日数

① 活動時間 学 期 中…平日２時間、週休日等は３時間程度とする。

長期休業中…平日・週休日ともに３時間程度とする。

＊ただし、大会や練習試合等を除く。

② 休養日 週２日とする。（平日１日 週休日１日）

別紙「年間活動計画」による。

③ その他 ・定期テスト５日前から活動を休止する。

・年末年始・お盆休み等の学校閉庁日は活動を行わない。

・平日の休養日の変更はその月の中で補い、週休日の休養日の変更はその

月を含め、３か月以内に補うことを原則とする。

・大会(コンクール)前及び冬期間(12月～2月)に活動時間を延長する場合、

校長の許可を受け、保護者の承諾を得て行う。ただし、その場合も２時

間程度の活動とする。＊大会、コンクールとは県大会レベル以上の大会

及びその予選会を原則とする。

・保護者会主催の練習会等は，学校部活動の活動としない。

３ 部活動運営について

・「柏崎市中学校部活動ガイドライン」に則り、部活動運営に取り組む。特に、部活

動指導での体罰・ハラスメント等は決して許されないものであるとの認識をもち、

指導にあたる。

・保護者との連携は、部活動運営上欠くことのできない大切なことである。活動方針

や活動計画などを明確に示し、理解と協力を得るように努める。

・部活動指導員、外部指導者、柏崎市体育協会（連盟や協会）と連携した部活動運営

を模索していく。

・複数顧問体制がとれる部活数を設置し，大会参加数についても生徒や保護者・教員

の負担ができるだけ少なくなるよう配慮していく。

・社会体育団体の活動と連携を模索する。


